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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体供給塗布器であって、
　長手方向軸、ならびに第１の端部および第２の端部を有し、前記長手方向軸を中心に回
転可能であり、前記第２の端部が、前記長手方向軸を横切らないように配置されたオフセ
ット突起部を備え、液体を収容する容器本体と、
　前記液体を表面へ塗布する遠位端および前記容器本体の前記第２の端部を受容する近位
端を有する通路を含み、前記通路は前記容器本体の前記オフセット突起部を受容するスロ
ットシステムを含むヘッド部材と、を備え、
　前記容器本体および前記ヘッド部材は、前記オフセット突起部および前記スロットシス
テムの係合を可能にするように互いに対して回転可能であり、前記オフセット突起部の破
壊を引き起こして流体連通の破れ口を形成し、それによって前記液体が前記容器本体から
前記ヘッド部材の前記通路に流れ込むことを可能にすることを特徴とする液体供給塗布器
。
【請求項２】
　前記オフセット突起部は、前記長手方向軸に対して平行に配置される、ことを特徴とす
る請求項１に記載の液体供給塗布器。
【請求項３】
　前記オフセット突起部は、前記長手方向軸から離間して配置される、ことを特徴とする
請求項１に記載の液体供給塗布器。
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【請求項４】
　前記オフセット突起部は、固体の釘である、ことを特徴とする請求項１に記載の液体供
給塗布器。
【請求項５】
　前記オフセット突起部は円筒形である、ことを特徴とする請求項１に記載の液体供給塗
布器。
【請求項６】
　前記オフセット突起部は、前記オフセット突起部が破壊されると前記容器本体内に前記
流体連通の破れ口の形成を可能にするように大きさが決定されて構成され、
前記流体連通の破れ口は、液体の流量調整を可能にする大きさを有する、ことを特徴とす
る請求項１に記載の液体供給塗布器。
【請求項７】
　前記流体連通の破れ口は、重力が引き起こす液体の流れを妨げるように大きさが決定さ
れる、ことを特徴とする請求項６に記載の液体供給塗布器。
【請求項８】
　前記流体連通の破れ口は、３ｍｍ未満の直径を有する、ことを特徴とする請求項６に記
載の液体供給塗布器。
【請求項９】
　前記流体連通の破れ口は、１．５ｍｍ～２ｍｍの直径を有する、ことを特徴とする請求
項６に記載の液体供給塗布器。
【請求項１０】
　前記オフセット突起部は第１のオフセット突起部であり、
前記容器本体は少なくとも１つの追加のオフセット突起部を備え、複数のオフセット突起
部を構成する、ことを特徴とする請求項１に記載の液体供給塗布器。
【請求項１１】
　前記複数のオフセット突起部は、前記複数のオフセット突起部が破壊すると、前記容器
本体内で流体連通の破れ口の領域の形成を可能にするように大きさが決定されて構成され
、
前記流体連通の破れ口の領域が、液体の流量調整を可能にする大きさを有する、ことを特
徴とする請求項１０に記載の液体供給塗布器。
【請求項１２】
　前記流体連通の破れ口の領域は、１４ｍｍ2未満である、ことを特徴とする請求項１１
に記載の液体供給塗布器。
【請求項１３】
　前記流体連通の破れ口の領域は、１．７５ｍｍ2～約３．１５ｍｍ2である、ことを特徴
とする請求項１２に記載の液体供給塗布器。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの追加のオフセット突起部は、前記第１のオフセット突起部と平行
であり離間した関係で設けられた第２のオフセット突起部を備える、ことを特徴とする請
求項１０に記載の液体供給塗布器。
【請求項１５】
　前記オフセット突起部は、基部および先端を有し、
前記容器本体の前記第２の端部は、前記オフセット突起部の前記基部に近接した弱くなっ
た領域を備える、請求項１に記載の液体供給塗布器。
【請求項１６】
　前記弱くなった領域は、前記オフセット突起部の前記基部に対向して前記容器本体の前
記第２の端部の壁に凹部を含む、ことを特徴とする請求項１５に記載の液体供給塗布器。
【請求項１７】
　前記凹部は、前記オフセット突起部の前記基部の断面に適合する大きさおよび形状を備
える、ことを特徴とする請求項１６に記載の液体供給塗布器。
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【請求項１８】
　前記容器本体の前記第２の端部は、切頭円錐状壁を含む、ことを特徴とする請求項１に
記載の液体供給塗布器。
【請求項１９】
　前記ヘッド部材の前記通路は、前記切頭円錐状壁を受容して前記切頭円錐状壁に当接す
る協働する形状（cooperativeshape）を有する空洞を含む、ことを特徴とする請求項１８
に記載の液体供給塗布器。
【請求項２０】
　前記ヘッド部材を前記容器本体に軸方向に接続する軸方向接続システムを備える、こと
を特徴とする請求項１に記載の液体供給塗布器。
【請求項２１】
　前記軸方向接続機構は、隆起部／溝システムを備え、
　前記容器本体の前記第２の端部は、環状隆起部を備え、
　前記ヘッド部材の前記通路の内面は、前記ヘッド部材を前記容器本体に軸方向に接続す
る前記環状隆起部と協働する環状の溝を備える、ことを特徴とする請求項２０に記載の液
体供給塗布器。
【請求項２２】
　前記隆起部／溝システムがスナップ嵌めである、ことを特徴とする請求項２１に記載の
液体供給塗布器。
【請求項２３】
　前記容器本体が回転し、前記オフセット突起部が破壊した後に、前記ヘッド部材を前記
容器本体に径方向に固定する径方向ロックシステムを備える、ことを特徴とする請求項１
に記載の液体供給塗布器。
【請求項２４】
　前記径方向ロックシステムは、少なくとも１つの縁部および少なくとも１つの対応する
チャンネルを含む縁部／チャンネルシステムを備え、
　前記縁部は、前記チャンネル内で径方向にスライド可能であり、
　前記チャンネルは、その離間した端部にロックノジュールを備えており、初期位置から
破壊位置に向かう回転により、前記チャンネルを通って前記縁部をスライドさせ、前記ロ
ックノジュールを横切り、
　前記ロックノジュールは、前記縁部がスライドして前記初期位置に戻ることを防ぐ、こ
とを特徴とする請求項２３に記載の液体供給塗布器。
【請求項２５】
　前記径方向ロックシステムは、前記容器本体が流体の流れる位置で前記ヘッド部材に対
してロックされるように構成され、
　前記容器本体の流体の流れるすき間は、前記通路の開口部と整合する、ことを特徴とす
る請求項２３に記載の液体供給塗布器。
【請求項２６】
　前記容器本体は、一体型のプラスチック構造として形成される、ことを特徴とする請求
項１に記載の液体供給塗布器。
【請求項２７】
　前記ヘッド部材は、一体型のプラスチック構造として形成される、ことを特徴とする請
求項１に記載の液体供給塗布器。
【請求項２８】
　前記容器本体の前記第１の端部は、クランプ部を有し、
　前記径方向ロックシステムは、前記容器本体および前記ヘッド部材が共にロックされる
ことを特徴とする請求項２３に記載の液体供給塗布器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、一般に、表面への液体塗布の分野に関する。より詳細には、本発明は、ハン
ドル部材およびヘッド部材、ならびに何らかの係合特徴を有する液体供給塗布器に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　液体を表面に塗布するための塗布器が、治療または清掃のための医療分野などの様々な
産業において幅広く使用されている。
【０００３】
　衛生、信頼性、使い易さ、および安全性は、そのような塗布器についての望ましい特性
の一部である。
【０００４】
　塗布器の衛生の特性を促進又は改善するための方法の１つは、塗布器が１回だけ使用で
き、その後に廃棄しなければならないことを確実にするものであり得る。別の方法は、塗
布器のいくらかの部品に対する環境のアクセスまたは使用者のアクセスを制限することに
よるものである。
【０００５】
　流体塗布器についての別の考慮事項は、流体の流れである。表面上に過剰な量の液体ま
たは不十分な量の液体を供給することは、流体塗布の目的に対して害または問題があり得
るので、流体の流れの特性が問題となる。
【０００６】
　加えて、具体的には、薬用液または消毒液については、塗布の時に液体を確実に解放す
ることが望ましい。望ましい操作については、液体塗布器は、しばしば、液体を受容し、
次いで液体を表面へ拡散する吸収材料を備える。液体を吸収材料に中に解放させることは
、いくつかの課題を有し得る。吸収材料は、液体の流れを調節する役割を果たし、容器部
材の設計は、流体の流れに悪影響を及ぼすこともあり得る。加えて、塗布器の様々な部材
の相対的な向きおよび位置は、流体の流れおよび液体を供給する方法に影響を及ぼし得る
。
【０００７】
　液体を保持、解放および塗布するために、ある機構を使用するいくつかの公知の液体塗
布器がある。公知のタイプの塗布器の１つは、特許文献１（以下、「カウフマン（Ｋａｕ
ｆｍａｎ）’８１１」）に記載されている。カウフマン（Ｋａｕｆｍａｎ）’８１１は、
流体源、流体源に取り付けられるもろい塗布器先端、およびもろい塗布器先端に取り付け
られる吸収部材を備える携帯用供給塗布器について説明している。もろい塗布器先端が破
損すると、流体は、流体源から吸収部材へ流れ、それによって流体は、表面上に塗布され
て広がる。もろい塗布器先端は、流体源に永久的に接続される支持要素と、支持要素から
外側に延びる比較的硬質な舌部要素と、それらの間のもろい領域とを含んでもよい。支持
要素に対して舌部要素を撓ませることによって、もろい領域が破損して、それによって流
体源から、取り付けた吸収部材に流体が流れ込むことを可能にする。
【０００８】
　カウフマン（Ｋａｕｆｍａｎ）’８８１の塗布器および操作方法は、様々な制限、およ
び撓み法および舌部要素の構成に関連した欠点を有する。舌部が吸収部材の構造的支持を
もたらすことによって、一貫しない性能および複雑な製造および設計の要求ももたらされ
得る。
【０００９】
　別の知られたタイプの塗布器は、特許文献２（以下、「カウフマン（Ｋａｕｆｍａｎ）
’９１０」）に記載されている。カウフマン（Ｋａｕｆｍａｎ）’９１０は、携帯用供給
塗布器のいくつかの変形例を説明している。図１２～図２６に例示する変形例のうちの１
つは、舌部要素を有する容器と、容器およびステム部分が十字型の通路に共に接続される
ときに舌部要素を受容する十字型の通路を有するフラクチャアンビル（fracture anvil）
を含むステム部分とを備え、舌部要素は、弱い接合位置で舌部要素をねじるように係合し
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、容器から少なくとも一部の分離となり、液体が吸収材料に向かってステム部分に流れ込
むことが可能になる。
【００１０】
　舌部／スロット構成を有する別の流体塗布器を特許文献３（以下「オーセイ（Ｏｓｅｉ
）’４８４」）に説明する。オーセイ（Ｏｓｅｉ）’４８４は、もろいねじ切り部材を有
する溶液容器と、塗布器ヘッドが溶液容器に対して回転してねじ切り部材において容器を
開けるときにねじ切り部材が係合する受容部材を有する塗布器ヘッドとを備え、溶液容器
から塗布器ヘッドに、そして塗布材料へ流体が流れることを可能にする流体塗布器を説明
している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】米国特許第７，６１４，８１１　Ｂ２号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００７／０２８６６６８号明細書の下で発行された
、米国特許出願第１１／７４０，９１０号明細書
【特許文献３】米国特許第６，５３３，４８４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　公知の流体塗布器は、信頼性、使い易さ、安全性、製造、および効果的な流体の塗布に
関連したいくつかの欠点を有する。本分野で知られていることに関する欠点の少なくとも
いくつかを克服する液体供給塗布器が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、液体供給塗布器を提供することによって上記の必要性に対応する。
【００１４】
　本発明の一実施形態では、液体供給塗布器であって、長手方向軸、ならびに第１の端部
および第２の端部を有し、容器本体が長手方向軸を中心に回転可能であり、第２の端部が
、長手方向軸を横切らないように位置するオフセット突起部を備え、液体を収容する容器
本体と、液体を表面へ塗布する遠位端および容器本体の第２の端部を受容する近位端を有
する通路を含み、通路は、容器本体のオフセット突起部を受容するスロットシステムを含
むヘッド部材とを備え、容器本体およびヘッド部材が、オフセット突起部およびスロット
システムの係合を可能にするように互いに対して回転可能であり、オフセット突起部の破
壊を引き起こして流体連通の破れ口を形成し、それによって液体が容器本体からヘッド部
材の通路に流れ込むことを可能にする液体供給塗布器を提供する。
【００１５】
　任意の一態様では、オフセット突起部は、長手方向軸に対して平行に配置される。
【００１６】
　別の任意の態様では、オフセット突起部は、長手方向軸から離間して配置される。
【００１７】
　別の任意の態様では、オフセット突起部は、固体の釘として形成される。
【００１８】
　別の任意の態様では、オフセット突起部は円筒形である。
【００１９】
　別の任意の態様では、オフセット突起部は、オフセット突起部が破壊されると容器本体
内に流体連通の破れ口の形成を可能にするように大きさが決定されて構成され、流体連通
の破れ口は、液体の流量調整を可能にする大きさを有する。流体連通の破れ口は、重力が
引き起こす液体の流れを妨げるように大きさが決定されてもよい。別の任意の態様では、
流体連通の破れ口は、約３ｍｍ未満の直径を有する。別の任意の態様では、流体連通の破
れ口は、約１．５ｍｍ～約２ｍｍの直径を有する。
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【００２０】
　別の任意の態様では、オフセット突起部は第１のオフセット突起部であり、容器本体は
少なくとも１つの追加のオフセット突起部を備え、複数のオフセット突起部を構成する。
【００２１】
　別の任意の態様では、複数のオフセット突起部は、複数のオフセット突起部が破壊する
と、容器本体内で流体連通の破れ口の領域の形成を可能にするように大きさが決定されて
構成され、流体連通の破れ口の領域が、液体の流量調整を可能にする大きさを有する。別
の任意の態様では、流体連通の破れ口の領域が、約１４ｍｍ２未満である。別の任意の態
様では、流体連通の破れ口の領域が、約１．７５ｍｍ２～約３．１５ｍｍ２である。
【００２２】
　別の任意の態様では、少なくとも１つの追加のオフセット突起部は、第１のオフセット
突起部と平行であり離間した関係で設けられた第２のオフセット突起部を備える。
【００２３】
　別の任意の態様では、オフセット突起部が基部および先端を有し、容器本体の第２の端
部が、オフセット突起部の基部に近接した薄くなった領域を備える。別の任意の態様では
、薄くなった領域が、オフセット突起部の基部に対向する関係で容器本体の第２の端部の
壁に凹部を含む。別の任意の態様では、凹部が、オフセット突起部の基部の断面に適合す
る大きさおよび形状を備える。
【００２４】
　別の任意の態様では、容器本体の第２の端部は、切頭円錐状壁を含む。別の任意の態様
では、ヘッド部材の通路は、切頭円錐状壁を受容して切頭円錐状壁に当接する協働する形
状（cooperative shape）を有する空洞を含む。
【００２５】
　別の任意の態様では、塗布器は、ヘッド部材を容器本体に軸方向に接続する軸方向接続
システムも有する。任意の一態様では、軸方向接続システムは隆起部／溝システムを備え
、容器本体の第２の端部は環状隆起部を備え、ヘッド部材の通路の内面は、ヘッド部材を
容器本体に軸方向に接続する環状隆起部と協働する環状の溝を備える。隆起部／溝システ
ムが、スナップ嵌めであってもよい。
【００２６】
　別の任意の態様では、容器本体が回転し、オフセット突起部が破壊した後に、塗布器が
、ヘッド部材を容器本体に径方向に固定する径方向ロックシステムを有する。任意の一態
様では、径方向ロックシステムは、少なくとも１つの縁部および少なくとも１つの対応す
るチャンネルを含む縁部／チャンネルシステムを備え、縁部は、チャンネル内で径方向に
スライド可能であり、チャンネルは、その離間した端部にロックノジュールを備えており
、初期位置から破壊位置に向かう回転により、チャンネルを通じて縁部をスライドさせ、
ロックノジュールを横切り、ロックノジュールは、縁部がスライドして初期位置に戻るこ
とを防ぐ。径方向ロックシステムは、容器本体が、流体の流れる位置でヘッド部材に対し
てロックされるように構成されてもよく、容器本体の流体の流れるすき間は、通路の開口
部と整合する。
【００２７】
　別の任意の態様では、容器本体が、一体型のプラスチック構造として形成される。別の
任意の態様では、ヘッド部材が、一体型のプラスチック構造として形成される。
【００２８】
　本発明の別の実施形態では、液体供給塗布器であって、長手方向軸、ならびに第１の端
部および第２の端部を有し、長手方向軸を中心に回転可能であり、第２の端部が、突起部
を備え、液体を収容する容器本体と、液体を表面へ塗布する遠位端および容器本体の第２
の端部を受容する近位端を有する通路を含み、通路は、容器本体の突起部を受容するスロ
ットシステムを含むヘッド部材とを備え、容器本体およびヘッド部材は、突起部およびス
ロットシステムの係合を可能にするように互いに対して回転可能であり、突起部の破壊を
引き起こして流体連通の破れ口を形成し、それによって液体が容器本体からヘッド部材の
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通路に流れ込むことを可能にし、互いに対して回転した後に、容器本体およびヘッド部材
を共に径方向にロックする径方向ロックシステムをさらに備える液体供給塗布器を提供す
る。
【００２９】
　任意の一態様では、突起部は、長手方向軸を横切らないように配置される少なくとも１
つのオフセット突起部である。
【００３０】
　別の任意の態様では、突起部は、ヘッド部材に対する容器本体の回転に応じて回転する
ように配置される舌部である。
【００３１】
　別の任意の態様では、径方向ロックシステムは、縁部／チャンネルシステムを備える。
【００３２】
　別の任意の態様では、縁部／チャンネルシステムは、少なくとも１つの縁部、およびロ
ックノジュールを有する少なくとも１つの対応するチャンネルを備え、ロックノジュール
を越えて縁部が通る。
【００３３】
　別の任意の態様では、少なくとも１つの縁部は、容器本体に設けられ、少なくとも１つ
の対応するチャンネルが、ヘッド部材の内面に設けられる。
【００３４】
　別の任意の態様では、少なくとも１つの縁部が、容器本体の両側に２つの対向する縁部
を備え、少なくとも１つのチャンネルは、２つの対向する径方向チャンネルを備える。
【００３５】
　別の任意の態様では、突起部の破壊は、流体連通の破れ口を形成し、径方向ロックシス
テムは、容器本体およびヘッド部材が共にロックされ、流体連通の破れ口は、通路と整合
されるように構成されている。
【００３６】
　別の任意の態様では、容器本体の第１の端部はクランプ部（つまみ部）を有し、径方向
ロックシステムは、容器本体およびヘッド部材が共にロックされ、クランプ部は、容易で
人間工学的な握持に適するように構成されている。
【００３７】
　本発明の別の実施形態では、長手方向軸、ならびに第１の端部および第２の端部を有し
、長手方向軸を中心に回転可能であり、第２の端部が、突起部を備え、液体を収容する容
器本体と、液体を表面へ塗布する遠位端および容器本体の第１の端部を受容する近位端を
有する通路を含むヘッド部材であって、通路は、容器本体の突起部を受容するスロットシ
ステムを含むヘッド部材とを備え、容器本体およびヘッド部材は、突起部およびスロット
システムの係合を可能にするように互いに対して回転可能であり、突起部の破壊を引き起
こし、それによって液体が、容器本体からヘッド部材の通路に流れ込むことを可能にし、
軸方向に接続すると、容器本体およびヘッド部材を共に軸方向にロックし、互いに対して
回転した後に、容器本体およびヘッド部材を共に径方向にロックする二重ロックシステム
をさらに備える液体供給塗布器を提供する。
【００３８】
　任意の一態様では、突起部は、長手方向軸を横切らないように配置される少なくとも１
つのオフセット突起部である。
【００３９】
　別の任意の態様では、突起部は、ヘッド部材に対する容器本体の回転に応じて回転する
ように配置される舌部である。
【００４０】
　別の任意の態様では、二重ロックシステムは、縁部／チャンネルシステムを含む径方向
ロックシステムを備える。
【００４１】
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　別の任意の態様では、縁部／チャンネルシステムは、少なくとも１つの縁部、および縁
部が横切って径方向にロックするロックノジュールを有する少なくとも１つの対応する径
方向チャンネルを備える。
【００４２】
　別の任意の態様では、少なくとも１つの縁部は、容器本体に設けられ、少なくとも１つ
の対応するチャンネルは、ヘッド部材の内面に設けられる。
【００４３】
　別の任意の態様では、少なくとも１つの縁部は、容器本体の両側に２つの対向する縁部
を備え、少なくとも１つのチャンネルは、２つの対向する径方向チャンネルを備える。
【００４４】
　別の任意の態様では、二重ロックシステムは、２つの径方向チャンネルと連通する軸方
向チャンネルを備え、軸方向チャンネルによって、２つの縁部が軸方向に内部に挿入され
ることを可能にする。
【００４５】
　別の任意の態様では、二重ロックシステムは、溝／隆起部システムを含む軸方向ロック
システムを備える。
【００４６】
　別の任意の態様では、溝／隆起部システムは、ヘッド部材に設けられる少なくとも１つ
の溝、ならびに対応する少なくとも１つの溝にスナップ嵌めするために容器本体に設けら
れる少なくとも１つの環状隆起部を備える。
【００４７】
　別の任意の態様では、突起部の破壊は、流体連通の破れ口を形成し、径方向ロックシス
テムは、容器本体およびヘッド部材が共にロックされ、流体連通の破れ口は、通路と整合
されるように構成されている。
【００４８】
　別の任意の態様では、容器本体の第１の端部はクランプ部（つまみ部）を有し、径方向
ロックシステムは、容器本体およびヘッド部材が共にロックされ、クランプ部が容易で人
間工学的な握持に適するように構成されている。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の一実施形態に係る液体ディスペンディング塗布器の側面部分断面、部分
分解組立、および部分透過の概略図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る液体ディスペンディング塗布器の一部の側面部分断面
、部分分解組立、および部分透過の概略図である。
【図３ａ】本発明の実施形態に係る容器本体の端部の一部の概略上面図である。
【図３ｂ】本発明の実施形態に係る容器本体の端部の一部の概略上面図である。
【図３ｃ】本発明の実施形態に係る容器本体の端部の一部の概略上面図である。
【図３ｄ】本発明の実施形態に係る容器本体の端部の一部の概略上面図である。
【図３ｅ】本発明の実施形態に係る容器本体の端部の一部の概略上面図である。
【図３ｆ】本発明の実施形態に係る容器本体の端部の一部の概略上面図である。
【図３ｇ】本発明の実施形態に係る容器本体の端部の一部の概略上面図である。
【図３ｈ】本発明の実施形態に係る容器本体の端部の一部の概略上面図である。
【図４ａ】本発明の実施形態に係るオフセット突起部の概略斜視図である。
【図４ｂ】本発明の実施形態に係るオフセット突起部の概略斜視図である。
【図４ｃ】本発明の実施形態に係るオフセット突起部の概略斜視図である。
【図４ｄ】本発明の実施形態に係るオフセット突起部の概略斜視図である。
【図４ｅ】本発明の実施形態に係るオフセット突起部の概略斜視図である。
【図４ｆ】本発明の実施形態に係るオフセット突起部の概略斜視図である。
【図４ｇ】本発明の実施形態に係るオフセット突起部の概略斜視図である。
【図４ｈ】本発明の実施形態に係るオフセット突起部の概略斜視図である。
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【図４ｉ】本発明の実施形態に係るオフセット突起部の概略斜視図である。
【図４ｊ】本発明の実施形態に係るオフセット突起部の概略斜視図である。
【図４ｋ】本発明の実施形態に係るオフセット突起部の概略斜視図である。
【図４ｌ】本発明の実施形態に係るオフセット突起部の概略斜視図である。
【図４ｍ】本発明の実施形態に係るオフセット突起部の概略斜視図である。
【図４ｎ】本発明の実施形態に係るオフセット突起部の概略斜視図である。
【図４ｏ】本発明の実施形態に係るオフセット突起部の概略斜視図である。
【図５ａ】本発明の実施形態に係る容器本体の端部の一部の概略側断面図である。
【図５ｂ】本発明の実施形態に係る容器本体の端部の一部の概略側断面図である。
【図５ｃ】本発明の実施形態に係る容器本体の端部の一部の概略側断面図である。
【図５ｄ】本発明の実施形態に係る容器本体の端部の一部の概略側断面図である。
【図５ｅ】本発明の実施形態に係る容器本体の端部の一部の概略側断面図である。
【図５ｆ】本発明の実施形態に係る容器本体の端部の一部の概略側断面図である。
【図５ｇ】本発明の実施形態に係る容器本体の端部の一部の概略側断面図である。
【図６ａ】本発明の実施形態に係る容器本体の端部の一部の概略上面部分透過図である。
【図６ｂ】本発明の実施形態に係る容器本体の端部の一部の概略上面部分透過図である。
【図６ｃ】本発明の実施形態に係る容器本体の端部の一部の概略上面部分透過図である。
【図７ａ】本発明の実施形態に係るヘッド部材のスロットシステムの一部の概略上面図で
ある。
【図７ｂ】本発明の実施形態に係るヘッド部材のスロットシステムの一部の概略上面図で
ある。
【図７ｃ】本発明の実施形態に係るヘッド部材のスロットシステムの一部の概略上面図で
ある。
【図７ｄ】本発明の実施形態に係るヘッド部材のスロットシステムの一部の概略上面図で
ある。
【図７ｅ】本発明の実施形態に係るヘッド部材のスロットシステムの一部の概略上面図で
ある。
【図７ｆ】本発明の実施形態に係るヘッド部材のスロットシステムの一部の概略上面図で
ある。
【図７ｇ】本発明の実施形態に係るヘッド部材のスロットシステムの一部の概略上面図で
ある。
【図７ｈ】本発明の実施形態に係るヘッド部材のスロットシステムの一部の概略上面図で
ある。
【図７ｉ】本発明の実施形態に係るヘッド部材のスロットシステムの一部の概略上面図で
ある。
【図７ｊ】本発明の実施形態に係るヘッド部材のスロットシステムの一部の概略上面図で
ある。
【図７ｋ】本発明の実施形態に係るヘッド部材のスロットシステムの一部の概略上面図で
ある。
【図７ｌ】本発明の実施形態に係るヘッド部材のスロットシステムの一部の概略上面図で
ある。
【図７ｍ】本発明の実施形態に係るヘッド部材のスロットシステムの一部の概略上面図で
ある。
【図８ａ】本発明の実施形態に係るヘッド部材の概略部分側断面、部分透過図である。
【図８ｂ】本発明の実施形態に係るヘッド部材の概略部分側断面、部分透過図である。
【図８ｃ】本発明の実施形態に係るヘッド部材の概略部分側断面、部分透過図である。
【図８ｄ】本発明の実施形態に係るヘッド部材の概略部分側断面、部分透過図である。
【図９】本発明の一実施形態に係るオフセット突起部を有する容器本体の斜視図である。
【図１０】本発明の一実施形態に係る容器本体の端部の側面図である。
【図１１】本発明の一実施形態に係るヘッド部材の一部の側断面図である。
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【図１２】本発明の一実施形態に係るヘッド部材の一部の上面図である。
【図１３ａ】本発明の実施形態に係る径方向ロックシステムの概略斜視図である。
【図１３ｂ】本発明の実施形態に係る径方向ロックシステムの概略斜視図である。
【図１３ｃ】本発明の実施形態に係る径方向ロックシステムの概略斜視図である。
【図１３ｄ】本発明の実施形態に係る径方向ロックシステムの概略斜視図である。
【図１３ｅ】本発明の実施形態に係る径方向ロックシステムの概略斜視図である。
【図１３ｆ】本発明の実施形態に係る径方向ロックシステムの概略斜視図である。
【図１４】本発明の一実施形態に係る径方向ロックシステムの概略斜視図である。
【図１５】本発明の一実施形態に係るヘッド部材の一部の上部斜視断面図である。
【図１６】本発明の一実施形態に係るヘッド部材の底部斜視図である。
【図１７】本発明の一実施形態に係るヘッド部材および容器本体の概略側断面分解図であ
る。
【図１８】本発明の一実施形態に係る舌部を有する容器本体の斜視図である。
【図１９】本発明の一実施形態に係る容器本体の舌部の分離した斜視図である。
【図２０】本発明の一実施形態に係るヘッド部材の斜視図である。
【図２１】発明の一実施形態に係る係合ユニット、凹部および溝が透過的に点線で示され
た、本ヘッド部材の部分透過斜視図である。
【図２２】本発明の一実施形態に係るヘッド部材の構造の斜視断面図である。
【図２３】ヘッド部材の側面断面図である。
【図２４】ヘッド部材の底部斜視図である。
【図２５】舌部材またはオフセット突起部なしの容器本体の前端の拡大斜視図である。
【図２６】吸収材料を接続したヘッド部材の斜視図である。
【図２７】本発明の別の実施形態による容器本体の端部の概略側面図である。
【図２８ａ】支持タブを有するオフセット突起部の構成の側部概略斜視図である。
【図２８ｂ】支持タブを有するオフセット突起部の構成の側部概略斜視図である。
【図２８ｃ】支持タブを有するオフセット突起部の構成の側部概略斜視図である。
【図２８ｄ】支持タブを有するオフセット突起部の構成の側部概略斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００５０】
　図１を参照すると、本発明の好ましい一実施形態では、液体供給塗布器１０は、２つの
主要な部品、すなわち、容器本体１２およびヘッド部材１４を含む。操作時には、これら
２つの部材を互いに軸方向に接続することができる。以下、本発明に関連して使用できる
いくつかの軸方向の接続機構をさらに説明する。
【００５１】
　好ましくは、容器本体１２は、液体を受容および保持するための容器の空洞１８を内部
に規定する外壁１６を有する。容器本体１２は、一体型構造であってもよく、または容器
本体１２は、互いに固定または他の方法で互いに接続される２つ以上の部材で構成されて
もよい。容器本体１２は、対向する第１の端部２０および第２の端部２２を有する概して
細長いチューブ状構造として形成されることが好ましい。容器本体１２は、容器本体１２
の回転の中心となり得る長手方向軸２４も有する。好ましくは、この長手方向軸２４は、
円形断面を有するチューブ状構造の中心線を貫通する。容器本体１２は、その第２の端部
２２に少なくとも１つのオフセット突起部２６も有する。図１の例示の実施形態は、一対
のオフセット突起部２６を有する。オフセット突起部２６の各々は、容器本体の第２の端
部２２において容器本体の末端面２８から延びる。好ましくは、各オフセット突起部は、
末端面２８に対して直角に延び、容器本体１２の長手方向軸２４に対して平行である。一
対のオフセット突起部２６を設ける場合、一対のオフセット突起部２６は、長手方向軸２
４が貫通する第２の端部２２の中心点から離れて等しく間隔をおいて配置されることが好
ましい。
【００５２】
　オフセット突起部が長手方向軸を横切らないように容器本体の第２の端部に位置するの
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で、オフセット突起部はそのように呼ばれている。第２の端部の幅に及び得る、中央の舌
部またはタブとは異なり長手方向軸を横切るので、オフセット突起部は、各オフセット突
起部が長手方向軸２４を跨がないように位置する。以下にさらに述べるように、そのよう
にオフセット突起部を配置することによって、オフセット突起部は、回転に応じてねじら
れず、むしろ撓みおよびせん断される。
【００５３】
　図１をさらに参照すると、容器本体１２の第２の端部２２は、ヘッド部材１４の一部の
中に嵌合する。ヘッド部材１４は、容器本体１２の第２の端部２２を受容するチューブ状
胴体３０と共に、スポンジなどの吸収材料３４を支持する基部３２を備える。チューブ状
胴体３０は、容器本体１２のオフセット突起部２６を受容するために構成されるスロット
システム３６を有する。
【００５４】
　操作時に、容器本体１２は、軸方向に共に固定されつつ相対回転移動を可能にするよう
に、およびオフセット突起部がスロットシステム３６内に挿入されるようにヘッド部材１
４に接続される。ヘッド部材１４に対して容器本体１２が回転すると、オフセット突起部
２６は、スロットシステム３６と係合し、オフセット突起部２６においてまたはオフセッ
ト突起部２６の近くでせん断および破壊を引き起こし、それによって液体が、容器本体１
２内からヘッド部材１４に流れ込み、ヘッド部材１４を通じて吸収材料３４に向かって流
れることを可能にする。突起部２６の破壊により、容器本体１２の第２の端部２２にすき
間が形成されることになる。そのようなすき間は、図２５中の参照符号３７を用いて概略
的に例示および特定される。
【００５５】
　次に、図２を参照すると、スロットシステム３６は、オフセット突起部２６のうちの対
応する１つを受容するように大きさが決定されて構成された１つまたは複数のスロット３
８を備える。スロット３８は、チューブ状胴体３０の外壁４２内に装着されるまたはチュ
ーブ状胴体３０の外壁４２と一体である係合ユニット４０の材料内に形成される。図２に
示す実施形態では、オフセット突起部２６およびスロット３８は、円筒形状を有しており
、オフセット突起部２６が、それを完全に貫通して延びるのではなく、係合ユニット４０
内の途中までそれぞれ延びるスロット３８内に完全に嵌合するように大きさが決定される
。係合ユニット４０は、流体通路４４も有しており、この流体通路４４は、オフセット突
起部２６の破壊後に形成される破って開かれたすき間と整合するように大きさが決定され
構成される。したがって、流体通路４４は、チューブ状胴体３０の近位端と流体連通し、
流体が基部３２および吸収材料３４に流れ込むことを可能にする。
【００５６】
　図３ａ～図３ｇを参照すると、少なくとも１つのオフセット突起部２６が、いくつかの
やり方で設けられてもよく、様々な形態をとってもよいことを理解されたい。図３ａ、図
３ｅ、図３ｆおよび図３ｈに示すように、軸から離れて等しく間隔をおいて配置される一
対の突起部２６があってもよく、図３ｃおよび図３ｄに示すように、容器本体の末端面の
周囲に位置する複数の突起部２６があってもよく、図３ｂおよび図３ｇに示すように単一
の突起部２６があってもよく、図３ａ～図３ｆおよび図３ｈに示すように、中心軸から離
間して全て配置されている突起部があってもよく、図３ｇに示すように、中心軸と整合す
るが、中心軸を横切らない表面を有する突起部があってもよく、図３ａ～図３ｅおよび図
３ｇに示すように、円形断面を有する突起部があってもよく、図３ｄに示すように、単一
の容器にある様々なサイズの突起部があってもよく、図３ｆに示すように、楕円形の断面
を有する突起部があってもよく、および／または図３ｈに示すように、他の断面を有する
突起部があってもよい。加えて、図４ａ～図４ｏを参照すると、各オフセット突起部は、
様々な形態を有してもよく、その一部が、本明細書に例示されている。
【００５７】
　容器本体は、プラスチック材料製の一体の一体型構造として構成されることが好ましい
ことも留意されたい。したがって、突起部は、容器本体１２の残りの部分と一体であるこ
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とが好ましい。
【００５８】
　図５ａ～図５ｇを参照すると、容器本体の第２の端部は、オフセット突起部２６が延び
始めると共に、それぞれのオフセット突起部２６の基部に近接した弱くなった領域４８を
有する端壁４６を有してもよい。図５ａ～図５ｄおよび図５ｇ示すように、弱くなった領
域４８は、凹部５０を備えてもよい。図５ｆに示すように、弱くなった領域４８は、端壁
４６が容器本体の壁の残りの部分より薄い範囲でもあり得る。図５ｃ～図５ｅに示すよう
に、弱くなった領域４８は、突起部２６の中空部５２を含むこともできる。図５ｃに示す
ように、中空部５２は、凹部５０と合わさっていてもよい。
【００５９】
　図６ａ～図６ｃを参照すると、凹部５０などの弱くなった領域は、いくつかの異なるや
り方で大きさが決定され配置されてもよい。図６ａに示すように、凹部５０は、それぞれ
のオフセット突起部２６の断面に対して同心のやり方で設けられてもよく、図６ｂに示す
ように、凹部５０は、それぞれのオフセット突起部２６の断面に対してずらして、例えば
突起部がせん断されおよび変位する回転方向にずらして設けられてもよく、図６ｃに示す
ように、凹部５０は、中心軸の周りを回り、オフセット突起部２６の各々の下に位置する
環状の連続した凹部５０として設けられてもよい。
【００６０】
　図１７を参照すると、弱くなった領域４８は、この切り込みに係合し、突起部２６の破
壊を容易にするために、オフセット突起部２６の基部に設けられる切り込み５４と、スロ
ット３８の上部に適宜対応する縁部５６とを備えることもできる。
【００６１】
　流体の流れを可能にし、その流れを促進するために、様々な他の手段が、突起部を破壊
させ、容器本体にすき間を開けるのを容易にするために使用されてもよいことに留意され
たい。
【００６２】
　図７ａ～図７ｍを参照すると、係合ユニット４０は、１つまたは複数のスロット３８と
、１つまたは複数の流体通路４４とを有する。図７ａ～図７ｌの例示の実施形態では、容
器本体に対してのヘッド部材の好ましい回転は９０°であり、このようにして容器本体の
破って開かれたすき間を通路と整合することが可能になる。他の構成もあり得ることに留
意されたい。例えば、図７ｍは、理想的な整合のための１８０°の回転の構成を示す。
【００６３】
　図７ｋおよび図３ｅを参照すると、容器本体は、長手方向軸と整合される中央突出部５
８を有することもでき、係合ユニット４０は、中央突出部５８を受容する対応する穴６０
を有してもよく、中央突出部５８は、破壊するのではなく、むしろ接続および回転のため
に部材を安定させ、共に向けるのを助ける。
【００６４】
　図８ａ～図８ｄを参照すると、流体通路４４およびスロット３８は、いくつかの異なる
構成を有し得る。例えば、図８ａおよび図８ｄに示すように、スロット３８は、係合ユニ
ットの材料の中にわずか途中まで下って延びてもよく、または図８ｂおよび図８ｃに示す
ように、スロット３８は、全体を通じて延びてもよい。加えて、図８ｃおよび図８ｄに示
すように、係合ユニット４０は、係合ユニット４０が基部３２に向かって延びるにつれて
内側に先細りしてもよい。図８ａ～図８ｃに示すように、流体通路４４は、一定の断面を
有してもよく、または図８ｄに示すように、流体通路４４は、流体通路４４が基部３２に
向かって延びるにつれて通路の少なくとも一部が外側に先細りする変わる断面を有しても
よい。図８ａ～図８ｃに示すように、係合ユニット４０は、互いに平行であってもよく、
または互い平行でなくてもよい近位面６２および遠位面６４を有することができる。図８
ｄは、遠位面６４が、近位面６２に平行ではなく、むしろ基部３２に平行である構成を示
す。係合ユニット４０は、ヘッド部材１４のチューブ状胴体３０に関して所望の深さに位
置してもよいことにも留意されたい。一実施形態では、遠位面６４の少なくとも一部が、



(13) JP 5931877 B2 2016.6.8

10

20

30

40

50

吸収材料を受容するために基部に画定された中空空間の下面６６と整合されるように、係
合ユニット４０は、図８ｃに示す通り、胴体３０内の比較的深くに位置する。
【００６５】
　次に、図９を参照すると、好ましくは、容器本体１２は、ユーザによってハンドルとし
て操作されるように細長いチューブ状構造を有するようになされる。容器本体１２は、第
１の端部２０と第２の端部２２との中間に中央部６８を有する。好ましくは、使用者が液
体に与える圧力に影響を及ぼす、つまり液体の流れを制御することを可能にするために、
中央部６８は、締め付けることができるように変形可能な材料、例えば様々なプラスチッ
ク材料で作製される。好ましくは、容器本体１２の第１の端部２０は、つまみプラスチッ
ク部７０によって閉じられる。代替として、第１の端部２０は、容器本体１２を液体で満
たす方法、および容器本体を組み立てるために使用される特定の構成および部分に応じて
種々の他の技法を用いて閉じられてもよい。好ましい態様では、容器本体１２は、プラス
チック材料から作製される一体型構造として形成される。そのような一体型構造は、例え
ば、様々な鋳造技法を用いて製造することができる。他のやり方で容器本体を構成するこ
とも可能である。例えば、容器本体１２は、共に融合、溶着または螺着される２つ以上の
部品から組み立てられてもよい。例えば、第１の端部２０および第２の端部２２は、容器
本体１２を形成するように中央部６８に永久にまたは可逆的に取り付けられる別々の部材
であってもよい。容器本体の部材同士の間のそのような取り付けは、液密であるべきであ
ることに留意されたい。
【００６６】
　図９をさらに参照すると、容器本体１２の第２の端部２２は、液体供給塗布器の有利な
機能性のためのいくつかの好ましい特徴と共に構成され、それを備えてもよい。好ましく
は、第２の端部２２は、側壁７２および端壁４６を備える。側壁７２は、容器本体１２の
中央部６８に接続される円筒部７４を有すると共に、円筒部７４と端壁４６との間に延び
、円筒部７４と端壁４６とを接続する切頭円錐状部分７６を有する。円筒部７４は、中央
部６８の直径より小さい直径を有し、好ましくは、容器本体の第２の端部２２全体をヘッ
ド部材のチューブ状胴体内に挿入できるように大きさが決定される。円筒部７２と中央部
６８との間に規定される環状の突部７８は、ヘッド部材の（図１５中に参照符号８０で特
定される）対応する環状の表面に当接することができる。したがって、容器本体の外壁１
６の表面は、チューブ状胴体の外面とほぼ同一方面であるように整合し、それによって組
み立てた塗布器について面一の表面を与える。好ましくは、側壁７２は、容器本体の残り
の部分の外壁１６に比べて、特に中央部６８の外壁に比べて、硬質、厚いまたは強化した
プラスチックの壁として与えられる。
【００６７】
　別の好ましい一実施形態では、液体供給塗布器は、所望の機能的位置でヘッド部材を容
器本体に軸方向と径方向との両方でロックするダブルロック機構を有する。
【００６８】
　好ましくは、軸方向ロックシステムは、隆起部／溝システムを備えており、部材の一方
は、隆起部を有し、部材の他方は、部材を互いに軸方向に接続するときに隆起部を受容す
る溝を有する。好ましくは、隆起部／溝システムは、スナップ嵌めである。複数のスナッ
プ嵌め接続点を与えるための複数の隆起部および対応する溝があってもよいことも留意さ
れたい。
【００６９】
　図９を参照すると、容器本体１２の第２の端部２２、好ましくは、切頭円錐状部分７２
は、環状隆起部８２を備える。図１１を参照すると、チューブ状胴体３０の内面は、ヘッ
ド部材を容器本体に軸方向に接続するための環状隆起部と協働する環状の溝８４を有する
。代替として、環状隆起部は、ヘッド部材に設けられてもよく、環状の溝は、容器本体の
第２の端部に設けられてもよいことに留意されたい。
【００７０】
　好ましくは、容器本体の回転およびオフセット突起部の破壊後に、ヘッド部材を容器本
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体に径方向に固定するための径方向ロックシステムは、縁部／チャンネルシステムを備え
ており、部材の一方は、少なくとも１つの縁部を有し、部材の他方は、ロックノジュール
を備える少なくとも１つの対応するチャンネルを有する。
【００７１】
　図１０を参照すると、容器本体１２の第２の端部２２、好ましくは、円筒部７４は縁部
８６を備える。好ましくは、容器本体１２の両側に１つずつ２つの対向する縁部８６があ
る。図１１を参照すると、チューブ状胴体３０の内面は、チャンネル８８を有する。好ま
しくは、チャンネル８８は、径方向チャンネル部９０と、軸方向チャンネル部９２とを有
し、径方向チャンネル部９０および軸方向チャンネル部９２は、縁部が２つのヘッド部材
を容器本体に軸方向に接続するときに軸方向チャンネル９２を通じて軸方向にスライドで
きるように相互接続され、次いで縁部が、部材を互いに対して回転するときに径方向チャ
ンネル９０に沿って径方向にスライドすることができるように相互接続される。縁部８６
は、径方向チャンネル部９０内で径方向にスライド可能であり、径方向チャンネル部９０
は、その遠くの端部９６においてロックノジュール９４を有する。容器本体１２から液体
を放出するとき、初期位置から破壊および液体放出の位置に向かっての回転により、縁部
８６を、径方向チャンネル９０を通じてスライドさせ、ロックノジュール９４を通り越し
、そしてロックノジュール９４は縁部８６がスライドして戻るのを防ぐ。径方向チャンネ
ル９０の遠くの端部９６は、縁部８６を受容するように大きさが決定されて構成される。
代替として、縁部は、ヘッド部材に設けられてもよく、チャンネルは、容器本体の第２の
端部に設けられてもよいことに留意されたい。２つの対向する縁部および２つの対向した
対応するチャンネルを有することによって、例えば、案内の改善ならびに回転および径方
向ロックの安定性の改善が可能になる。
【００７２】
　図１２を参照すると、軸方向チャンネル部９２がチューブ状胴体３０の両側にあるよう
に、２つの対向するチャンネルがあるのが好ましい。
【００７３】
　図１３ａ～図１３ｆを参照すると、ロックノジュール９４は、径方向チャンネル９０内
にいくつかのやり方で設けることができる。ロックノジュール９４は、図１３ｂおよび図
１３ｃに示すように丸いこぶの形態をとってもよく、図１３ａに示すように直線の後縁を
備える傾斜したブロックの形態をとってもよく、図１３ｄに示すように傾いている径方向
チャンネルによって画定される棚の形態とってもよく、または別の形状もしくは形態をと
ってもよい。ロックノジュール９４は、径方向チャンネル９０の底面９６または側面１０
０に設けることもできる。図１３ｅは、可撓性のタブ様のノジュールを示しており、図１
３ｆは、径方向チャンネル９０の底面および側面にある２つのノジュールを用いる構成を
示す。
【００７４】
　加えて、径方向ロックシステムは、複数のまたは段階的なロック位置を有するように構
成されてもよい。
【００７５】
　図１４を参照すると、径方向チャンネル９０は、第１のノジュール９４ａおよび第２の
ノジュール９４ｂを含む複数のロックノジュールを有することができる。容器本体に対し
てのヘッド部材の回転により、縁部に第１のノジュール９４を通り越させ、第１のチャン
ネル部１０２内で縁部を保持させ、中間位置で部材を共に固定させる。部材のさらなる回
転により、縁部に第２のノジュール９４ｂを通り越させ、径方向チャンネル９０の端で第
２のチャンネル部１０４に保持される。通路およびオフセット突起部は、中間の回転位置
において、フル回転位置と比べて液体を異なるやり方で放出できるように構成および方向
付けされてもよく、例えば、異なる通路の直径によって液体の異なる流れの調整および異
なる流量を可能にし得ることに留意されたい。一態様では、突起部の破壊によって形成さ
れる流体連通の破れは、重力が引き起こす液体の流れを妨げように大きさが決定され、し
たがって使用者が容器本体に圧力を与えない限り、容器本体内に流体が保持されることを
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可能にする。
【００７６】
　径方向ロックシステムに関しては、回転後にヘッド部材を容器本体に固定することを可
能にするために、様々な異なる構造および相互作用する部品が設けられてもよい。例えば
、チャンネルをヘッド部材のチューブ状胴体の内面に差し込む代わりに、チューブ状胴体
を通じての細長いスロットがあってもよく、容器本体が、細長いスロットを貫通し、その
中をスライドできるように突起するロッドを有してもよい。細長いスロットは、回転後の
ロッドの逆スライドに耐えるために、その遠くの端部にノジュール、縁部、または別の構
造上の要素を有してもよい。
【００７７】
　図１５を参照すると、オフセット突起部がせん断され、通路４４を通じて液体が放出さ
れると、流体は、下流空洞１０６を通じてヘッド部材１４の基部３２の中に流れる。基部
３２は、底面６６を有する嵌め込み領域１０８を備える。基部３２は、嵌め込み領域１０
８を囲む下側外周１１０も有する。好ましくは、吸収材料は、吸収材料と底面６６との間
にスペース（Ｓ）を残しつつ下側外周１１０に取り付けられる。好ましくは、このスペー
ス（Ｓ）は、液体が嵌め込み領域１０８に流れ込んで吸収材料（本明細書に図示せず）に
わたって等しい分布を改善することを可能にするように大きさが決定され、設けられる。
吸収材料は、接着剤を用いて好ましくは外周１１０の周囲の基部に装着される。液体が吸
収材料を貫通すると、吸収材料によって液体を所望の表面上へ供給することができる。
【００７８】
　各オフセット突起部は、端部先端の中心に対して近位側および遠位側を有し得る。近位
側は、好ましくは中心軸から距離Ｄだけ間隔をおいて配置された関係で位置する表面を有
することができる。オフセット突起部の遠位側は、好ましくは端部先端の切頭円錐状部分
の表面の近くにあるように、または端部先端の切頭円錐状部分の表面で滑らかな線を画定
しているように位置する表面を有することができる。オフセット突起部の位置および構成
は変更されてもよいが、各オフセット突起部は、長手方向軸よりも容器本体の端部の外周
により近く位置することが好ましいものであり得る。オフセット突起部の位置は、ヘッド
部材に対しての容器本体の回転に応じて突起部の十分な破壊を確実にし、液体供給塗布器
の製造および取扱いを容易にするように、それらの大きさ、形状および構成とやはり協働
すべきである。例えば、長手方向軸からさらに遠くに位置する突起部が、回転に応じて破
壊するために好ましいものであり得る。
【００７９】
　突起部の各々は上端および底端も有しており、上端および底端は、同じまたは異なる断
面および形状を有することができる。
【００８０】
　次に、図２７を参照すると、複数のオフセット突起部２６があるとき、それらは、ブリ
ッジ部材１１１を介して共に接合できる。１つまたは複数のブリッジ部材１１１があって
もよく、１つまたは複数のブリッジ部材１１１は、液体供給塗布器の製造、取扱いおよび
実装中に突起部を安定させるためにオフセット突起部２６の中間に配置することができる
。例えば、液体供給塗布器が、一部品の成形された容器本体、および一部品の成形された
ヘッド部材を備えるとき、オフセット突起部２６を安定させるためにオフセット突起部２
６とやはり一体であるブリッジ部材１１１があってもよい。ブリッジ部材１１１は、容器
本体がヘッド部材に挿入されると、ブリッジ部材が、オフセット突起部をスロットシステ
ム内で受容できるように保持、移動または破砕するように構築および構成されてもよい。
ブリッジ部材１１１は、オフセット突起部の遠くの端部同士の間に、真ん中に、または別
の位置に設けられてもよく、種々の形態および構造を有してもよい。
【００８１】
　本発明の別の実施形態によれば、図１８を参照すると、容器本体１２は、その第２の端
部２２に端面４６から前方に延びる舌部１１２を有する。好ましくは、舌部１１２は、対
向する縁部およびタブ状部分１１８の基部に設けられた２つのリブ１１４、１１６も備え
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る。舌部は、液体を放出するときの容器本体およびヘッド部材の操作との関連で以下にさ
らに述べるように第２の端部２２の先端に接続される破壊できる領域を有する。
【００８２】
　本実施形態は、特に、軸方向および径方向ロックシステム、ならびに容器本体１２の第
２の端部２２の構成および形状との関連で上述した実施形態と同様の多くの特徴を有する
ことに留意されたい。加えて、大部分のヘッド部材の構成は、図９または図１８に対応す
る容器本体１２の実施形態と共に使用することができる。
【００８３】
　操作時に、容器本体１２はヘッド部材１４と接続され、舌部１１２はヘッド部材１４の
一部に係合し、ヘッド部材１４に対する容器本体１２の回転によって舌部１５をねじって
破断させ、容器本体１２とヘッド部材１４の内部との間の流体連通を形成するようになっ
ている。
【００８４】
　次に、図２０、図２１および図２２を参照すると、ヘッド部材１４がより詳細に示され
ており、ヘッド部材１４は、上記のようないくつかの特徴を含む。ヘッド部材１４は、チ
ューブ状胴体３０と基部３２との中間にテーパー状部分１２０を有してもよい。
【００８５】
　より詳細には、図２１および図２２に示すように、係合ユニット４０は、容器本体の舌
部を受容し、容器本体の舌部と係合するように向けられ、大きさが決定され、構成された
スロット１２２を有する。任意の一実施形態では、図１８に示すように、スロット１２２
は、舌部の形状に対応する形状を有することができる。そのような場合には、図２１およ
び図２２に示すようなスロット１２０は、その長さ（Ｌ）に沿った道筋の一部だけ延びる
２つの円筒部分１２４、１２６と、中央平坦部分１２８とを有する。円筒部分１２４、１
２６は、舌部のリブを受容し、それらに係合すると共に、平坦部分１２８は、舌部のタブ
状部分１１８を受容する。舌部およびスロットのこの適合構成を設けることによって効率
および性能の改善を可能にする。
【００８６】
　容器本体１２がヘッド部材１４に装着されると、容器本体１２の前端の縁部は、縁部が
チャンネルの底面に当接するまで軸方向チャンネル部９２を通じて軸方向に通る。同時に
、舌部１１２は、係合ユニット４０の（円筒部分内に格納されるリブを有する）スロット
１２０に挿入される。この位置で、ヘッド部材１４および容器本体１２は、流体閉じ込め
モードにある。好ましくは、ヘッドおよび容器本体は、この位置でそれらを共にスナップ
し、または他の方法で保持する追加の接続手段を備える。液体供給塗布器は、この組み立
て済みの形態で販売することができる。
【００８７】
　チャンネルは、容器本体に対してヘッド部材を回転するときに、内部で縁部が回転スラ
イドすることを可能にする。好ましくは、チャンネルおよび縁部は、ロック要素を備え、
ハンドルがヘッド部材内で回転すると、縁部は、回転した位置にロックされるようになっ
ている。
【００８８】
　液体供給塗布器は、図面を参照することによって理解されるように組み立てられる。容
器本体は、場合によってはスロットが舌部またはオフセット突起部を受容するように、ヘ
ッド部材に挿入される。加えて、容器本体およびヘッド部材は、対応する接続要素、好ま
しくは、環状隆起部および環状の溝を備えており、ハンドル部材をヘッド部材に挿入する
と、隆起部が溝にスナップし、２つの部材を共に軸方向にロックするようになっている。
これは、これらの部材が引き離されるのを防ぐためである。隆起部および溝が、部材を軸
方向にロックしつつ相対回転移動を可能にするために配置される。操作時に、ヘッドおよ
び容器本体の部材を互いに対して回転すると、容器本体において破裂が引き起こされる。
破裂は、オフセット突起部の場合には撓みせん断によって実現され、前端からちぎられる
舌部の場合には少なくとも一部回転せん断することによって実現されて、好ましくは回転
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の終わりに係合ユニット内に設けられた通路と整合するすき間を露出させる。したがって
、液体は、すき間を通じて放出され、通路を通じてヘッド部材の下方の空洞に流れ込む。
流体は、スポンジに対するハウジングとして働く基部に流れ込む。この基部は、好ましく
は吸収材料から離間して配置される嵌め込み領域を有し、これによって次いで流体がこの
嵌め込み領域に流れ込んで、吸収材料にわたっての等しい分布を改善することを可能にす
る。吸収材料は、接着剤を用いて好ましくは外周の周囲の基部に装着される。流体が吸収
材料に染み込むと、流体は、吸収材料によって供給することができる。
【００８９】
　操作時に、使用者は、ヘッド部材に対して容器本体を回転する。その結果、これによっ
て縁部をチャンネル内でスライドさせ、係合ユニットを舌部またはオフセット突起部に係
合し、場合によっては舌部またはオフセット突起部に力を与え、舌部またはオフセット突
起部は、容器本体の前端の残りの部分に固定的に装着される。ある時点で、スロット内に
係合した舌部またはオフセット突起部の近位部分は、この回転によって破壊される。好ま
しくは、スナップは、舌部またはオフセット突起部の破壊の完了の使用者を意味する。ハ
ンドル部材の残りの部分から離れるように舌部またはオフセット突起部を破壊することに
よって、流体連通を形成し、液体が通路を通じて流れ、吸収材料に流れ込むことを可能に
する。この液体の流れを促進するために、係合ユニットは、回転後に容器本体の露出した
空洞と直接連通する通路を有するように構成されることが好ましい。好ましくは、係合ユ
ニットは、ハンドル部材内のスロットおよび通路を画定するようになされている様々な壁
を備える。いくつかの実施形態では、スロットおよび通路は、例示のようにほぼ同じ方向
に延びることができる。
【００９０】
　容器本体が、チャンネルに係合される縁部を用いて所定の位置にロックされるとき、固
定接続が、容器本体とヘッド部材との間になされる。この接続は、液体塗布中に液体供給
塗布器に信頼性および安全性を与え、ヘッドおよびハンドル部材が、共に固定され、一体
のユニットとして働く。加えて、ヘッド部材と容器本体部材との間にロック機構を設ける
ことによって、ヘッド部材および容器本体部材は、取り外し、補充または再利用できない
ので、液体供給位置に回転すると、液体供給塗布器の使い捨てが促進される。回転が行わ
れると、破壊された舌部またはオフセット突起部は、スロット内に残る可能性があり、２
つのすき間が露出される（図２５参照）。好ましくは、係合ユニットの通路は、チャンネ
ルおよび縁部との関連で大きさが決定され、構成され、フル回転後に、露出したすき間が
、通路と整合され、通路と連通し、したがって液体の流れを改良するようになっている。
【００９１】
　好ましくは、容器本体は、舌部のリブが、すき間を覆うように成形され、次いでこのす
き間は、リブが破壊して周囲の領域から離れると露出する。リブまたはオフセット突起部
は、所望のすき間の大きさの関数として大きさが決定されてもよく、回転すると十分なせ
ん断を行うようにスロットと係合する。舌部の破壊が、容器の空洞とチューブ状部材との
間の流体連通をもたらす限り、舌部および露出可能なすき間は、種々の形態および構成を
有してもよいことにも留意されたい。図示していない一変形例では、通路およびすき間の
断面は、とても似ており、例えば円形であり、通路およびすき間の整合によって、流体連
通が可能になる。舌部が、完全に破壊されてハンドル部材から離れること、および回転さ
れると、舌部が、スロット内に格納されたままであることは必須ではなく、舌部は、すき
間を露出するようにその側端でほんの一部破壊されて離れ、一方、残りはその中央部で取
り付けられたままであってもよい。舌部を破壊する好ましい方法は、ヘッド部材と容器本
体部材のほぼ長手方向軸に沿った対向する回転によるねじり力によるが、ヘッド部材およ
び容器本体部材は、舌部およびスロットが係合し、他の軸またはベクトルに沿って互いに
対して変位または回転して、破壊を引き起こし、液体の放出を可能のするように構成およ
び配置することもできることにも留意されたい。液体は、容器を締め付けることによって
使用者によって与えられる圧力により、２つのすき間からチューブ状部材の空洞に放出さ
れる。
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【００９２】
　舌部およびスロットの係合は、液体供給塗布器にいくつかの利点をもたらす。利点の１
つは、舌部を破壊するときの信頼性および一貫性の改善である。知られた塗布器は、舌部
を破壊するためには、所与の使用者によって加えられる主体的な撓みに左右されるが、本
発明の供給塗布器の様々な実施形態は、任意の使用者による一貫したおよび任意の使用者
による認識可能な破壊を可能にし、すき間から離れた舌部の信頼できる破壊および配置、
ならびの露出したすき間の信頼できる配置が、吸収材料に向かっての一貫した適切な液体
の流れを確実にすることを可能にする。スロットおよび舌部の配置は、囲っているチュー
ブ状の部材によってやはり覆われおよび保護され、これよって環境または使用者との接触
を制限するまたは無くすことによって無菌および衛生を改善するのを助けることができる
。
【００９３】
　ヘッド部材の空洞に流れ込む液体は、基部に嵌め込まれた吸収材料を通じて供給される
。チューブ状部材の空洞は、好ましくは基部の真ん中あたりで、吸収材料と流体連通する
。この配置は、吸収材料の中への液体の等しい分布を改善するのを助け、それによって塗
布の改善となる。加えて、基部の上面とチューブ状部材との間の角度（約４５°）は、塗
布器の容易で人間工学的な取扱い、および容器本体の効率的な締め付けを提供して流体の
供給を可能にする。この配置は、液体が塗布されることになる表面との接触が容易に維持
できる吸収材料を通じての適切な液体の流れをもたらす。
【００９４】
　別の実施形態では、上記のように、塗布器は、「ダブルロック」の機能性を有する。第
１のロックは、複数の部材を共に軸方向に保持し、容器本体の前端がヘッド部材に挿入さ
れるときに実現される。この第１のロックは、溝と隆起部の係合によるスナップ行為であ
ってもよい。第２のロックは、流体放出の位置で部材を径方向に保持する。互いに対して
部材を回転し、部材同士の間で流体連通させると、第２のロックは、例えば、容器本体の
すき間がヘッド部材の通路と整合した状態で、部材を所望の整合した流体の流れの位置に
保持する。多くの種々のロック機構または「ダブルロック」の機能性を実現する手段が使
用されてもよいことを理解されたい。
【００９５】
　別の任意の態様では、容器本体は、第２の端部が、容器本体を形成するために主容器部
分と係合するためのネジ山を有する別個の部材であるように構成されてもよい。別の態様
では、容器本体は、第２の端部が、糊付け、接着、溶着、超音波接合、または主容器部分
の残りの部分に取り付けられる他の方法であるように構成されてもよい。別の態様では、
容器本体は、場合によっては、オフセット突起部のないまたは舌部要素のない成形構造と
して構成されてもよい。この場合、容器本体は、第２の端部において２つの開口部を有す
ることができ、次いでオフセット突起部または舌部要素は、糊付け、接着、溶着、超音波
接合、または開口部上に所定の位置に取り付けられる他のものである。そのような実施形
態では、容器本体をヘッド部材との関連で回転するとき、オフセット突起部または舌部要
素は、破裂、または糊付け、接着、溶接領域、または他の取り付け手段の接続解除により
裂けることが許容され得る。
【００９６】
　別の任意の態様では、液体供給塗布器は、流体連通が一旦確立されると流量調整を行う
ように構成される。容器本体およびヘッド部材の係合は、空気が再び入るのを防ぐ比較的
封止した係合を可能にするように当接面を確立するようであってもよい。回転すると、破
壊された開口部および流体通路の表面当接および整合が、塗布器の流量調整を向上させる
。
【００９７】
　別の任意の態様では、図２８ａ～図２８ｄを参照すると、オフセット突起部２６は、支
持タブ１３０も有することができ、この支持タブ１３０は、種々の構成を有することがで
きる。各オフセット突起部の両側または片側に支持タブ１３０があってもよい。支持タブ



(19) JP 5931877 B2 2016.6.8

10

は、図２８ｃおよび図２８ｄにあるように、各オフセット突起部の先端より上へ延びても
よく、または図２８ａおよび図２８ｂにあるように、オフセット突起部の中間で終わるこ
とができる。好ましくは、支持タブ１３０は、オフセット突起部２６の支持を与えるよう
に構成され、大きさが決定され、十分な厚さが与えられる。追加の支持は、例えば、装置
の製造、実装、輸送および操作中、オフセット突起部の早すぎるまたは望ましくない破壊
を防ぐのを助けることができる。例示のように、支持タブ１３０は、対応するオフセット
突起部２６と一体であり、回転軸２４を横断して延びないことも好ましい。
【００９８】
　別の任意の態様では、液体は、それに対する圧力に応答して、液体が容器本体から流れ
ることを可能にする粘性を有する物質である。液体は、手術用途向けの水性流体などの実
質的にニュートン流体であってもよい。液体は、表面への塗布のためのより濃い流体、半
液体流体、または別の流体であることもできる。
【００９９】
　別の任意の態様では、本発明は、液体供給塗布器を用いて液体を塗布する片手用の方法
であって、手術前の看護師などの使用者が、塗布器の容器本体を握持し、ヘッド部材に対
して塗布器の容器本体をねじり、突起部を破壊させ、流体が流れることができるようにさ
せ、ヘッド部材に対して流体の流れる位置に容器本体をロックし、次いで表面への液体の
塗布を開始する方法を含むこともできる。ステップの全ては、回転による破壊および径方
向ロック機構により片手で容易に実施できる。
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